
広島県がん対策推進協議会 第１回がん患者支援部会 議事録 

 

１ 日 時 平成２１年７月８日（水）１８：３０～２０：２０ 

２ 場 所 県庁北館２階 第３会議室 

３ 出席委員 岡崎部会長，影本委員，高野委員，佐伯委員，佐々木委員，高田委員，田部委員， 

       西本委員，寳来委員，山内委員 

４ 議 題 

 【報告事項】 

  前回の部会において提案のあった意見への対応状況について 

 【協議事項】 

（１）「広島県がん対策推進計画」の目標達成に向けた平成２１年度の取組 

（２）アクションプランの作成について 

５ 担当部署 広島県健康福祉局保健医療部医療政策課医療支援グループ 

       電話（０８２）５１３－３０６３（ダイヤルイン） 

６ 会議の要旨 

（１）「広島県がん対策推進計画」の目標達成に向けた平成２１年度の取組について 

 （資料２により説明） 

（委 員）広島がんネットのアクセス件数は県の他のホームページと比較して多いのか。 

（事務局）比較的多いと思っております。 

（部会長）他県との比較ではどうですか。 

（事務局）現時点では把握しておりません。 

（委 員）機会があれば調べていただきたいと思います。 

（委 員）フレンドコールの反響はどうですか。 

（委 員）新聞紙面への掲載により，認知度は高まっていると認識しています。 

（部会長）フレンドコールの開設について，拠点病院などにはポスター，チラシなどで紹介して

いるのでしょうか。 

（委 員）配布しています。また，拠点病院の相談員会議などの場で紹介させていただきました。 

（委 員）乳がんの相談件数が多いのはピンクリボンキャンペーンなどの影響によるものでしょ

うか。 

（委 員）フレンドコールの開設場所（ピンクリボンビル）の関係もあり，乳がん患者からの相

談が多くなっています。 

（委 員）男性による相談対応もしているのですか。 

（委 員）次回の相談員研修会で，男性体験者も相談員に加える予定としています。ただし，女

性が相談した場合に相手が男性だと困惑する懸念もあるので，実施方法について検討し

たいと思っています。 

（委 員）相談者は女性が多いのですか。 
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（委 員）患者本人が男性であっても，実際に相談してくるのは奥様だったりするものも含めて，

女性が多くなっています。 

（委 員）相談者が本人なのか，家族なのかなどといったデータがあれば良いと思います。 

（委 員）データの控えはあるので分析し直して紹介したいと思います。 

（委 員）時間帯について，夜間あるいは休日に実施して欲しいなどといった要望はありません

か。 

（委 員）今のところそういった要望はありません。 

（委 員）時間外は留守番電話になっているのですか。 

（委 員）はい，留守番電話に繋がるようになっています。 

（委 員）先程，佐々木委員から大学祭での検診受診の呼びかけなどの新たな取組みについて紹

介がありましたが，受診率が伸び悩んでいる若年者の検診受診率向上のためにどのよう

に取り組むべきか教えていただきたい。 

（委 員）現在考えているプロジェクトは，あくまで学生が主体となって構想を練っていくこと

を基本にしています。学生たちが活動に取組む中で，周りの人間への関心や思いやりの

心が育つことなどを期待しています。 

（事務局）県としても，大学生を中心として子宮がん検診の必要性を啓発する講演会の実施など

を予定しております。 

（部会長）学生が主体的にやるにせよ，窓口となる教員がいないとなかなか上手くいきません。

そういった工夫はされているのですか。 

（委 員）はい，しております。 

（部会長）それから，がんネットへの患者団体の新規の掲載申請において，本人の自由意思によ

る入退会に関する規定を設けていないものが多く見受けられるが，この扱いをどうすべ

きでしょうか。 

（委 員）今引っ掛かっているのは１件だけですか。 

（事務局）継続中のものは１件ですが，掲載済みの団体にも何件かそういった定めのない団体が

ありました。 

（委 員）会則を変更しようにも年に１回程度しか団体の総会が開かれないのであれば，掲載を

認めても良いのではないでしょうか。 

（部会長）各団体においても，そこまで明確に本人の自由意思による退会規定を設けないといけ

ないという認識はないのではないでしょうか。今後も事務局から各団体に対して，同様

の規定をするようお願いしていただきたい。 

（委 員）ホームページの患者団体掲載希望の欄に，そのようなメッセージを設けることとして

はどうでしょうか。 

（部会長）そういった工夫をしてください。 
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（２）アクションプランの作成について 

 （資料３及び４により説明） 

（委 員）拠点病院の指定の見直しによって現状と変わる可能性がありますが，いつ拠点病院が

決まるのでしょうか。 

（事務局）１０月末までに拠点病院の推薦を行い，年度末までに新たな拠点病院が指定されるこ

ととなります。 

（部会長）先日，県内では各拠点病院にがんサロンは出来ているが，患者主体のものとはなって

いないといった新聞記事がありました。島根県などでは患者主体で上手く機能している

ようですね。 

（委 員）島根県と広島県では成り立ちが違います。島根県では病院ではなく地域から活動が始

まった経緯があります。今時点でいきなり島根県のようなものを目指すのは難しいと思

います。患者主体で医師を巻き込んでいくと行った方向性が次の目標になります。各市

町にがんサロンを開設するといった目標を定めることも可能ではないでしょうか。そう

すれば病院と重層的にやっていけるのではないかと思います。 

（部会長）今のご提案は，患者主体になるには主体的に活動する人がいる場所，地域にサロンの

ようなものを作ってみるということですね。 

（委 員）拠点病院にかかっている人以外のがん患者も参加しやすい場所に作ることによって，

より広がりが生まれるのではないでしょうか。 

（委 員）場所の問題があります。患者会もそうですが，場所を借りるにはお金がかかります。

県などで無料で貸し出せる場所があれば良いのですが…。協力体制がないと，やりたい

人がいても場所が確保出来ないため断念せざるを得ないという状況にあります。 

（委 員）拠点病院では月に１回サロンを開設しているが，自主的に作ったというよりも言われ

て作ったという面が否めないところです。また，患者主体にしようと思っても，なかな

か思うようにいかないというのが正直なところです。 

（委 員）島根県は理想的に患者が主体となって活動が広がったという経緯があります。拠点病

院などでも患者が主体的になれるようにしていかないとサロンの充実は困難です。患者

サロンの実態がどうなのかということについて県は把握しているのでしょうか。 

（事務局）現時点では把握できていません。 

（委 員）当院でも現在患者サロンの開設を検討中ですが，患者からの要望があるのを待った方

が良いなどの意見もあります。ただ，他の病院のがん相談員の意見などを聞いてみると，

場の提供が病院の役目という意見があり，テーマを決めて少しずつやっていく中で患者

同士の交流が始まれば，少しずつ発展していくのではないかと思います。その場に中心

となって活動してくれるような人が現れれば違うのだと思いますが，毎回違う参加者だ

ったりするとなかなか難しいというのが現状です。開催方法も医師によるミニレクチャ

ーをなくして，患者同士のおしゃべり会だけでの開催なども行われているところもある

ようです。 
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（委 員）場所と経費がかかりますので，気長にやっていきながら，患者さんが中心となってい

けば良いのではないかと思います。先日 NHK で放映されていましたが，同じようなこ

とを言っていました。 

（部会長）今大事なことを２点言われました。掛け声だけでなく，真に患者主体となるためにど

うやって流れを作っていくのか，資源を作っていくのか。それからがんサロンの活動の

ための社会資源，すなわち関係者・本人などの人，物，金，患者が必要とする医療情報

などの情報，本人の意思の５つが揃わないと新しい活動というものは作れないのです。

田部委員のやっておられる医療ソーシャルワーカーなど医療領域での社会福祉という

のこういったことが仕事なのですが，何か業界で工夫されているところとかございませ

んか。 

（委 員）ソーシャルワーカーの業界としてはありません。これまではソーシャルワーカーが中

心となって相談業務を担っていましたが，がん拠点病院が出来てからは看護師さんが中

心となって相談を行っています。 

（部会長）最近広大の，がんではなかったと思いますが，何とかサロンというのが載っていまし

たが，あれはどのように患者さん達が楽しく病と付き合いながら療養されていらっしゃ

るのでしょうか。 

（委 員）おそらく難病サロンのことと思いますが，その専従スタッフががんの部位別に集まる

おしゃべり会のような活動をしています。今お話が出ましたが，患者さん主体でやって

くださいと言ってもなかなかそうすぐ中心メンバーは現れてこないですし，島根県など

はおそらくコアなメンバーが何名かおられて，その方々が非常にアクティブに活動され

ていて，そのメンバーがバラバラになってしまうとまた全く違うムードになってしまう

のではないかと思います。人が動かしているので。そういう人が出てくるようにするに

は，まず最初は医療者がガイド役，サポート役で入って，その中で徐々に中心的になっ

てくれる患者・家族がいるでしょうから，企画などに当事者も入ってくるような流れ，

最終的にはサポートグループから自助グループに移行していく，そういったプロセスが

いるんだと思います。拠点病院が患者さん主体でやりたい人を募集してもなかなか出て

こないでしょうから，最初は拠点病院がガイド役になって会の進め方を含めて指導して

いって，その中からリーダー的な役割を果たせる患者さんが出てくれば自助グループに

移行していって，また自助グループが壊れそうになれば医療者が入って行って会が壊れ

ないように続けていくといった方法で，医療者が常にガイド役でいるということが望ま

しいのではないかと思います。患者さんはなかなか他の人のことまで面倒を見れないと

思いますし。今日ここに来ておられる方は例外だと思います。 

（部会長）患者団体で活動されている方々はがんの経験者でもあり，現在も患者でもある訳です。

病院で行われてきた患者さんの集まりががんサロンと呼ばれるようになったのであっ

て，医療施設以外で患者さんが集まる空間がどこかにあって，それが進んできたのが患

者会ですから，ある意味がんサロンだと思っているんです。どういった形で患者が集ま
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って患者会になられたんですか。 

（委 員）私が所属している会も１人，２人から始まって，お友達が来ていつの間にか１０人ぐ

らいになって。で，そこにサポートしてくださる先生がいらしてお願いしていってとい

う感じで。 

（委 員）これまで強靭な意志でやってこられた訳ですよね。こういった方は県内に何十人もい

ませんよ。これは一種の才能ですから。とても難しいことだと思います。 

（部会長）今，がん患者団体が現在１０数団体が載っている訳ですよね。こんなにいるのかと思

ったんですよね。西部の方に多いんですけど，東部や北部の三次にもいらっしゃる。と

いうことは，ある意味患者団体と拠点病院の医師や看護師でやってみようという人たち

のバックアップがあって初めて上手くいったということで，どこかの地域でやっていこ

うと思えば可能だろうと思います。大事なことは患者団体であれがんサロンであれ患者

が主体となっていった事例を収集・分析して，どうしたら患者団体の主体的なものとな

っていけるかというのが見えてくるのではないかと思います。そういった実践事例を作

って広げていけば良いのではないでしょうか。それを医療機関などで患者が主体となっ

て活動していくための成功事例として生かしていくということで。 

（委 員）今ホームページに載っている患者会のリーダーの方たちというのは，そういったノウ

ハウは持っておられるのではないでしょうか。そういった方が上手くいっていない場所

に出向いていって盛り立てるといったことは出来るのではないでしょうか。 

（委 員）それは拠点病院のがんサロンと患者団体とが連携するということですよね。それはど

んな風にすれば良いのでしょうか。依頼があれば来ていただけるということでしょうか。 

（委 員）個人的には小さい団体がたくさんあるのが夢だったものですから，各地の団体の立ち

上げにお手伝いさせていただいたんですが，そういう意思のある方でおられたら，拠点

病院の中に入っていくというよりも，拠点病院と連携を結びながら，立ち上げのための

リーダー役を担えるのではないかと。 

（委 員）これから活動を進めていくための助走のお手伝いをしていただけるかも知れないとい

うことですね。 

（委 員）今ホームページに載っている患者団体のリーダーはおそらくお手伝いしていただける

方々だと思います。病院にそういった素地を作るために。 

（委 員）公立病院という性格上，偏ることはできないんですね。また非常にクレームが多い病

院なんです。ですから特定の患者団体だけお願いするというのは中立じゃないというク

レームが出てくる恐れもあるんです。 

（委 員）考え方を変えていただく必要があるかと思います。ただ感心するのは，市民病院には

１階のロビーのところに闘病記などもあるサロンがありますよね。そこに行けば患者さ

ん達がいる，そういったものを生かす手はあると思います。 

（委 員）今常時いるのは司書だけです。月に２回ほど MSW と看護師が行って，患者さんとお

話をしたりしています。 
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（委 員）たとえばそこに患者さんがボランティアでいていただいて，話ができるような環境を

作るなどすれば生かしていけるのではないかと思いますが。 

（委 員）確かに上手に生かしていければいいとは思うのですが。マスコミの方にも助言をいた

だければと思います。 

（部会長）今のお話でボランティアの育成というお話が出てきました。ボランティアというのは

ある意味応援団ですから，そういった方々を育成していけば病院としても市民からの支

援が得られるのではないかと思います。ボランティアの育成も拠点病院にとって重要な

ポイントと思います。 

     去年から思っているのですが，患者団体のネットワークを作っていくことと，このが

ん計画について患者団体の公聴会をどこかの段階で行ってはどうかと思いますが，いか

がでしょうか。 

（事務局）２点ございました。まず公聴会につきましては，７月２８日の段階では素案の段階で

すから，全体の会議が終わって整理が出来るのが８月の下旬頃となります。その頃に当

部会と協議会本体で協力をしながら公聴会を開催できればと思っております。その際に

出た意見を踏まえて最終的なまとめに出来ればと考えております。 

（部会長）１０月の前頃でしょうか。 

（事務局）今事務局も業務が詰まっておりますので，また日程調整をさせていただければと思い

ます。 

（部会長）では是非公聴会をお願い致します。 

（事務局）出来れば想定される意見は事務局で整理したものを提案させていただければと思いま

す。 

（委 員）公聴会についてですが，今全国的に患者の満足度調査のようなことが行われておりま

す。これまで計画を定めて事業を実施してきた訳ですが，私たちが最初にヒアリングで

申し上げたことが皆様のご努力で充実してきたと思うんです。それを踏まえて，患者会

に集まってもらうのもいいんですが，バラバラなことを聞くのではなくて，ターゲット

を絞って調査するのもいいのではないかと思うのですが。 

（部会長）そうすると具体的にはどういったことを調査されるのですか。 

（委 員）公聴会をする前にアンケートである程度意見を集約するということではないでしょう

か。 

（部会長）アンケート実施後に公聴会を行って，さらに内容を深めるということですね。それで

よろしいですか。 

（事務局）現在ホームページに掲載している患者団体に対して，がん計画に掲げる目標に関する

県の施策の現状と，それに対する評価をしていただくための調査票を送付して，まだ不

十分と思われる部分について重点的に取組むといった内容をアクションプランに反映

させていくと。そういった意味でしょうか。 

（委 員）計画だけではなくて，実際に事業が動いている訳ですから，それが本当に合致してい
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るのかどうかということは調査した方が良いのではないかと思います。実際には色々し

ていただいているな，という気持ちは持っています。 

（部会長）では事務局の方で検討していただけますか。 

（事務局）出来るだけご意見に沿うように検討させていただきます。 

（部会長）あと患者団体のネットワークをどこかで働きかけて，そういった自立的なネットワー

クを作ってはどうかということについて。別に県がやるとかこの部会でやるとかそうい

うものではないのですが，働きかけないと動きませんから。働きかけてどこかで動いて

いければいいかと思うのですが。 

（委 員）もし公聴会をされるのであれば，そこからスタートしてはいかがでしょうか。 

（部会長）そうですね。ではそこからスタートしましょうか。 

（委 員）皆さんが一同に集まるということはなかなかないので。 

（部会長）そうですね。ネットワークを作ると言っても何をするのかがはっきり合意出来ていな

いとそんなものはすぐに潰れますから。先程の公聴会で少し意見を述べてもらって，そ

こで出た意見を県のアクションプランに反映させていくとか，あるいは拠点病院のがん

サロンや地域のサロンをどうやって進めていくのかといったときに，患者団体がかなり

動いている，また動けばできると思いますし。ではそうしましょうか。では公聴会で患

者団体を繋いでいくという形にしましょうか。 

（委 員）やっぱり患者団体が主体をもって動かないと…。 

（事務局）そうですね。やはり患者団体が主体的にやってもらわないといけないと思います。 

（部会長）では公聴会の続きでそういったネットワークの構築についても協議していきましょう。

その他，いかがでしょうか。ちなみに拠点病院の相談支援センターと患者団体の連携と

いうのはどのようになっているのでしょうか。相談支援センターの相談員というのは実

際には看護師が多いのですか。 

（委 員）最近はちょっと変わって来たところもあるかと思います。半々ぐらいですかね。 

（部会長）看護師とＭＳＷが半々ということですか。相談員と患者団体というのは話し合いがで

きているのですか。 

（委 員）相談員の意見交換会というのは年に３回程度開かれているんですが，あくまで自主的

な会で，その場に患者団体の方に来ていただいて意見の場を作ったりしています。こな

いだはフレンドコールの実績などについて報告していただきました。定期的にするとい

う取り決めはないので，相談員意見交換会の年間プログラムの中でお話を聞いてみよう

という形でやっています。あとは個別の相談事業の中で患者会の方に相談したり，相談

を受けたりといったことはあります。 

（委 員）相談員の会議に呼んでいただいて，フレンドコールのことをお話させていただいたり

ということはありますが，患者会としてというのとはちょっと違うのかな，と思います。 

（部会長）どう考えたらいいんですかね。 

（委 員）福山市民病院にもサロン的なものはあるんですが，県内のその他の拠点病院も含めて
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活動の実態がよく見えないですね。実態が見えないので意見をするのが難しいですね。

そういったものを調べていただければサロンを今後どういった方法で進めていけばい

いのかといったことも話が出来るのではないかと思います。 

（委 員）患者団体と相談支援センターとの連携支援というのが県の取組に上がっていますが，

支援の具体策というのは具体的にはまだないですよね。 

（部会長）ないですか。 

（委 員）県が拠点病院のサロン担当者を一同に介して話をされるようなことはないのですか。 

（事務局）実施しております。 

（委 員）それであれば拠点病院同士で情報交換はされている訳ですね。そういった話も情報提

供いただければと思います。 

（部会長）そういった資料も欲しいですね。 

（委 員）各病院の患者サロンがどういった活動をされているのかといったことについては県民

も知らないと思います。毎週何曜日の何時からこういうメンバーが集まってやっていま

すよ，というようなことを個々の病院ではされているんだと思うんですが，全体として

の情報が出ていないので取っ付きが悪いというか…。 

（事務局）がんサロンの一覧表は出しておりますが，詳しい情報までは出しておりません。 

（委 員）例えば写真付きでこんな風景です，といったもので紹介すれば非常に見やすくなると

思います。 

（部会長）時間と場所だけじゃなくて中身が分かれば良いかなと思います。そういった資料をま

たどこかでいただけますか。 

（事務局）拠点病院のがんサロンの活動状況などについては，基本的には拠点病院のホームペー

ジ等で出していただいて，それを県が集約するといった形が望ましいと思います。実態

を県が取材に行って，ということにはならないのかなと思います。 

（部会長）そこまでは頼んでおりません。既存の資料で良いですから，ここに入れ込んで作って

いただいた方がもっと分かりますから。あと，いかがですか。がん医療にかかる情報提

供について。 

（委 員）具体的に年度ごとに出して行くのでしょうか。市町の取組というのはそれぞれの市町

でされているのではないかと思います。 

（事務局）市町においても地域包括支援センターなど相談窓口というのがある訳ですから，そう

いったものも含めて市町は住民に身近なところでの取組をやっていただくことが住民

にとって良いものになるかと思います。 

（委 員）市町はそういうものに沿ってやっているので，具体的に取組を書くのは難しいかと思

います。 

（事務局）市町において，患者団体がサロン等を行うための場の提供など，今日の議論を踏まえ

て取組可能なことを何かご提案いただければと思うのですが。 

（部会長）具体的に住民に届くような行動計画を考えていただきたいということですね。 
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（委 員）１９市町がそれぞれでやっていることなのでなかなか難しいかなと思います。 

（委 員）治療成績の公開基準については平成２４年度にはすべての拠点病院で５年生存率を公

表するということですね。 

（事務局）これはがん対策推進計画の目標となっているものです。 

（委 員）それに向けて平成２１年度にここまでやっていきます，というようなことを具体的に

書き込むということですか。 

（事務局）そういうことです。 

（委 員）もちろん平成２１年度からやっていただくことが一番いいんですけどそうもいかない

ですよね。 

（事務局）先程も説明しましたとおり，拠点病院の中に部会を設置して，その中で検討をして２

４年度までに公開していくということで，準備をしていくという計画です。 

（委 員）２４年度までに公表するとして，例えば平成２２年度には半分の病院で公表するとか，

具体的にどのように書いたらいいのか分からないのですが。 

（部会長）国の計画を見ても数値目標で表しているものと，行動計画で表しているものと両方あ

りますよね。 

（委 員）２１年度には公表基準を専門部会で作ってもらうということになりますよね，この流

れで行きますと。ですからいずれにしても２２年度以降に向けて，なるべく早い方がい

いというのは患者サイドからの要望としてはあるんですが。 

（部会長）５年生存率について，こないだの会議の際にはがん登録を始めてから５年後にしか出

せませんよ，ということでしたね。 

（委 員）そういう話がありましたね。 

（委 員）連携とか充実とか活用とか，言葉は出ているんですが具体的でないし，増やすならど

れだけ増やすとか，具体的な数値で出せるものは出来るだけ数値で出していくべきと思

います。それから，連携の主体がどこなのかを明確にしないといけないと思います。ま

た，具体的な数値目標を定めた場合に，市町や医療機関などに対してどういった形で情

報が伝わっていくのか，２１年度，２２年度と結果が出てきたものについてどのような

評価を行っていくのか。国が県に対して求めたように，県も市町などに対してその結果

に対する評価を各主体に対して求めるべきではないかと思います。 

（部会長）連携，充実などの主語をはっきりさせるということ，それから市と県の関係，それか

らそれぞれの評価の問題，これらは自治事務の問題があるかと思いますが，どなかた今

のことでご意見はありませんか。 

（事務局）今までがんの担当者会議ということで位置づけておりましたが，今年度から担当課長

会議という位置づけで市町に来ていただいて，がん対策推進計画についても説明してお

ります。特に市町は検診を主体にやっていただかないといけないということで，健康診

査の方でお願いしているところです。それぞれの役割分担で，行政だけでもこういった

ものは出来ないですし，関係団体と一緒になってやっていかないといけないというのは
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基本だと思いますので，市町に対してもがん対策をしっかりやっていくという意思は伝

えています。細かい指示まではしていませんが，全体としてがん対策を進めていこうと

いうことでやっております。 

（委 員）医療機関にしても市町にしても事情があるでしょうから，県がこれをやれと言っても

出来ないこともありますよね。だから最終目標は国に準じてこうしたいという目標は構

わないんですが，個々に２１年度，２２年度，２３年度と書くというのは書きにくいで

すよね。かかった費用は県が持つとか，そういうことであれば県の指示に従ってやって

くれるのでしょうが，負担なしでこういうことをやってくださいとお願いをしても，机

上の空論といった感じになるのではないかと思います。ですから年度ごとに目標を記載

するのは非常に難しいなと思います。 

（事務局）率直な思いなんですが，基本的にはそれぞれの施策をしっかりやっていますので，２

１年度から２４年度までは一つの矢印で記載すること，つまり今やっていることを継続

して着実にやっていくことが基本になろうかと思っております。それを基本に何か特に

力を入れて取組むべきことがあればそれをプランに盛り込んでいけるといけるのかと

思います。今取組んでいることを生かせるように，決して低いレベルのものではないと

思っておりますので，新たに何かあればもう少し手を入れるというようなイメージで考

えていただければと思います。 

（委 員）ですから２４年度まで継続して取組むべき課題があって，各年度ごとに部会で進捗状

況をチェックしていくということでいいと思います。突然に２４年度に目標達成という

ことにはならないと思いますので。 

（委 員）今日資料として出している国の通知の中で，国が求めているアクションプランがあり

ますが，がん医療の均てん化ということで国が求めているものは基本的に県の計画には

書いてあります。ですから国が求めているものはもう出来ているということです。それ

から今仰られたように何もせずに２４年度末を迎えるということではなくて，毎年度取

組むべき課題がありますので，それを着実に積み重なっていくと。ですから既に出来て

いるものは良いとして，まだ出来ていない項目については各年度ごとの目標を定めてい

くということで，それが出来ていれば目標達成ということです。そういう意図でこの表

を作っております。 

（部会長）今ご説明のあってように，全部書き込むということではなくて，重点的に取組むべき

ところは書き込んでいただくと。色々と考える中で必要と思われる部分については入れ

ていくということですね。それから今年度も含めて今後４年間でこの部会で取組んでい

くことが基本的に決まるということですね。 

（事務局）そういうことになります。 

（部会長）骨格が決まるということですね。ですからその辺りも考えながら記入いただければと

思います。それからアクションプランについて意見がある方についてはいかがしたらよ

ろしいですか。 
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（事務局）そちらの表の方に記入いただいて，メール等で１週間程度を目処に返信いただければ

と思います。いただいた意見を元に整理したいと思います。 

（部会長）分かりました。では１週間程度を目標に事務局の方に送っていただければと思います。

その他，何かございますでしょうか。 

（事務局）参考資料２についてですが，検診受診率向上に向けて色々な団体との連携を模索して

おります。検診部会の案として出ております。検診受診率の向上のためにこうした取組

を行っておりますので，ぜひ御協力いただければと思います。 

（部会長）分かりました。では，以上で会議を終了させていただきます。 

ありがとうございました。 

 

 
７ 会議の資料名一覧 

資料１ 前回の部会において提案のあった意見への対応状況について 

  資料２ 「広島県がん対策推進計画」の目標達成に向けた平成２１年度の取組 

  資料３ 「がん対策推進計画を推進するための都道府県の主な取組（アクションプラン）」の作成について 

  資料４ 広島県のがんに関する情報提供・相談支援を進めるために取組むべき内容 

  参考資料１ 県内のがんに関する啓発イベント 

  参考資料２ 民間団体・企業等と連携した受診率向上プロジェクト（案）  

  参考資料３ アクションプランにかかる国の通知 
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